
合併に係る事後開示書類 

 

令和 3年 4月 1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、京セラ宇部ＲＦ

テック株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行いました。会社法第 801 条

第 1 項の定めに従い、下記のとおり、京セラ宇部ＲＦテック株式会社の権利義務その

他吸収合併に関する事項として会社法施行規則第 200 条に定める事項を記載した書

面を備え置くことといたします。 

 

1. 本件吸収合併が効力を生じた日 

令和 3年 4月 1日 

 

2. 吸収合併消滅会社における手続きの経過 

(1) 会社法第 784 条の 2 の規定による請求に係る手続の経過、ならびに同法第 785

条、第 787 条の規定による手続きの経過 

吸収合併消滅会社である京セラ宇部ＲＦテック株式会社は当社の完全子会社であ

るため、会社法第 784 条の 2 および同法第 785 条の規定に基づく請求については該

当がありません。また、同社の新株予約権は存在しないため、同法第 787 条に該当す

る事項はありません。 

 

(2) 会社法第 789 条の規定による手続きの経過 

京セラ宇部ＲＦテック株式会社は、令和 3 年 2 月 26 日付の官報公告および知れた

る債権者への個別催告により、本件吸収合併についての異議申述公告を行いました

が、異議申述期日までに異議を述べた債権者はありませんでした。 

 

3. 吸収合併存続会社における手続きの経過 

(1) 会社法第 796 条の 2 の規定による請求に係る手続の経過 

本件吸収合併は、会社法第 796 条の 2 に掲げる場合に該当しません。 

 

(2) 会社法第 797 条の規定による手続きの経過 

当社は、会社法第 796 条第 2 項に基づき株主総会の承認決議を経ずに本件吸収

合併を実施したため、会社法第 797 条第 1 項但書きに該当し、反対株主の株式買取

請求権は生じません。なお、会社法第 797 条第 3 項および第 4 項に基づき、令和 3

年 2 月 26 日付の電子公告により、吸収合併をする旨、ならびに京セラ宇部ＲＦテック

株式会社の商号および住所を公告いたしましたところ、所定の期間内に吸収合併に

反対する旨の通知をしてきた株主はありませんでした。 



(3) 会社法第 799 条の規定による手続きの経過 

当社は、令和 3 年 2 月 26 日付の官報および同日付の電子公告により、同条第 1

項第1号に掲げる債権者に対する本件吸収合併についての異議申述公告を行いまし

たが、異議申述期日までに異議を述べた債権者はありませんでした。 

 

4. 存続会社が承継した消滅会社の重要な権利義務に関する事項 

当社は、令和 3 年 4 月 1 日をもって、京セラ宇部ＲＦテック株式会社からその資産、

負債その他の権利義務の一切を引き継ぎました。 

 

5. 会社法第782条第1項の規定により消滅会社が備え置いた書面に記載された事項

（吸収合併契約の内容を除く。） 

別紙のとおりです。 

 

6. 本件吸収合併による変更の登記をした日 

令和 3年 4月 1日付で本件吸収合併による変更登記申請を行いました。 

 

7. 前各号のほか、本件吸収合併に関する重要な事項 

該当事項はありません。 

以上 

 

令和 3年 4月 1日 

京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 

京セラ株式会社 

代表取締役社長  谷本 秀夫 

 



吸収合併に係る事前開示書類 

令和 3年 2月 26 日 

 

滋賀県野洲市市三宅 800 

京セラ宇部 RF テック株式会社 

代表取締役社長  小西 公紀 

 

当社は、令和 3 年 2 月 3 日付で当社と京セラ株式会社との間で締結した合併契約

書に基づき、令和3年4月1日を効力発生日として、当社を吸収合併消滅会社、京セ

ラ株式会社を吸収合併存続会社とする吸収合併を行うこととしましたので、会社法第

782条第 1項および会社法施行規則第 182条に定める事項を記載した書面を備え置

くことといたします。 

 

1. 吸収合併契約の内容 

 令和3年2月3日付で当社と京セラ株式会社との間で締結した合併契約書は、別添

1のとおりです。 

 

2. 対価の相当性に関する事項 

吸収合併存続会社である京セラ株式会社は当社の発行済株式全部を所有してい

るため、合併に際しては株式の発行および金銭等の交付は行いません。 

  

3. 計算書類等に関する事項 

(1) 吸収合併存続会社の最終事業年度に係る計算書類等 

最終事業年度（平成 31年 4月 1日から令和 2年 3月 31 日まで）に係る計算書

類等は別添 2のとおりです。 

 

(2) 吸収合併存続会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な後発事象 

京セラ株式会社は、令和 3年 1月 8日に米国の Soraa Laser Diode, Inc.を完全子

会社化しました。取得対価は、39,671 百万円の現金に、当社が取得日において保有

していた持分の公正価値 4,131 百万円を加えた 43,802 百万円です。当社は、この取

得対価の他に、同社の銀行借入の返済資金等として6,898百万円を負担しています。 

 

 

(3) 吸収合併消滅会社の最終事業年度の末日後に生じた重要な後発事象 

最終事業年度の末日後における重要な財産の処分、重大な債務の負担その他

の会社財産の状況に重要な影響を与える事象は、ありません。 

 

  



4. 吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事項 

吸収合併存続会社である京セラ株式会社の令和2年 3月31日現在の貸借対照表

における資産および負債の額は、それぞれ 2,520,096 百万円および 504,310 百万円

です。また、当社の同日現在の貸借対照表における資産および負債の額は、それぞ

れ 824 百万円および 649 百万円です。 

従って、本吸収合併後の京セラ株式会社の資産の額は負債の額を充分に上回るこ

とが見込まれます。また、本吸収合併後の同社の収益状況およびキャッシュ・フローの

状況について、債務の履行に支障をきたすような事態は、現在のところ予測されており

ません。よって、本吸収合併後における同社の債務については、履行の見込みがある

と判断しております。 

 

以上 



 

別添 ２ 

 

 

計算書類等 
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他の会社の業務執行取締役等を兼務している場合の兼務の状況の明細

-

区分 氏 名 兼務会社名 役 職 摘 要

取

締

役

山 口 悟 郎

谷 本 秀 夫

石 井 健

伊 達 洋 司

伊 奈 憲 彦

青 木 昭 一

ジョン・サーピス

ロバート・ウィスラー

京セラインダストリアルツールズ株式会社

京セラコミュニケーションシステム株式会社

京セラドキュメントソリューションズ株式会社

京セラ興産株式会社

株式会社京都パープルサンガ

東莞石龍京セラ有限公司

京セラ(中国)商貿有限公司

京セラ韓国株式会社

KYOCERAVIETNAMCOMPANYLIMITED

京セラインダストリアルツールズ株式会社

京セラ精密工具(珠海)有限公司

京セラ精密工具(頴州)有限公司

韓国京セラ精工株式会社

京セラ洲際電子股扮有限公司

京セラドキュメントソリューションズ株式会社

京セラ管理(上海)有限公司

AVXCORPORATION

KYOCERA INTERNATIONAL,INC.

取 締 役

/1

//

//

//

董 事 長

11

代表理事

取 締 役

取 締 役

董 事 長

/1

代表理事

董 事 長

取 締 役

董 事 長

取 締 役

取 締 役

同 業 種

情報サービス業

情報機器の製造

不動産賃貸業

サ ー ビ ス 業

同 業 種

//

//

//

1/

n

II

//

//

情報機器の製造

資 金 管 理

同 業 種

//





貸　 借　 対　 照　 表
      （2020年3月31日）

（単位：百万円）

科　　　　　目 金　　　　額 科　　　　　目 金　　　　額

（資　産　の　部） ( 2,520,096 ) （負　債　の　部） ( 504,310 )

流　　動　　資　　産 545,872 流　  動　  負　　債 211,358

153,130 21,597

2,085 54,549

10,490 56,965

159,229 257

22,803 28,860

50,756 18,865

58,501 1,303

33,322 452

2,695 6,322

53,077 21,182

△ 216 215

固　　定　　資　　産 1,974,224 304

　有　形　固　定　資　産 186,780 487

58,295 　　　（純　資  産　の　部）固　　定　　負　　債 292,952

3,400 40,000

50,917 506

189 247,338

22,275 624

41,147 4,484

653

9,904 ( 2,015,786 )

　無　形　固　定　資　産 12,945 株　 　主 　　資　 　本 1,275,674

4,730  資　　    本　　　  金 115,703

23  資　 本 　剰 　余 　金 194,256

3,260 192,555

2,726 1,701

1,088  利　 益 　剰 　余 　金 1,034,990

1,118 17,207

　投 資 そ の 他 の 資 産 1,774,499 1,017,783

1,185,887 特 別 償 却 準 備 金 285

438,508 別 途 積 立 金 927,137

102,878 繰 越 利 益 剰 余 金 90,361

25,221  自　　 己 　　株 　　式 △ 69,275

22,372 評 価 ・ 換 算 差 額 等 740,112

△ 367  その他有価証券評価差額金 740,112

2,520,096 2,520,096

現 金 及 び 預 金 電 子 記 録 債 務

受 取 手 形 買 掛 金

電 子 記 録 債 権 短 期 借 入 金

売 掛 金 リ ー ス 債 務

有 価 証 券 未 払 金

商 品 及 び 製 品 未 払 費 用

そ の 他

仕 掛 品 未 払 法 人 税 等

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 前 受 金

前 払 費 用 預 り 金

そ の 他 賞 与 引 当 金

貸 倒 引 当 金 役 員 賞 与 引 当 金

製 品 保 証 引 当 金

建 設 仮 勘 定 (純　資　産　の　部）

建 物

構 築 物 長 期 借 入 金

機 械 及 び 装 置 リ ー ス 債 務

車 両 運 搬 具 繰 延 税 金 負 債

工 具 、 器 具 及 び 備 品 製 品 保 証 引 当 金

土 地 そ の 他

リ ー ス 資 産

投 資 有 価 証 券

ソ フ ト ウ ェ ア

リ ー ス 資 産

の れ ん 資 本 準 備 金

工 業 所 有 権 そ の 他 資 本 剰 余 金

顧 客 関 係

そ の 他 利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

関 係 会 社 株 式

関 係 会 社 出 資 金

長 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金



損　 益　 計　 算　 書

 （自 2019年4月1日　至 2020年3月31日）

（単位：百万円）

金　　　　　　　　額

730,388

606,097

124,291

124,989

698

101,535

96,377

5,158

2,481

500

1,981

98,356

3,390

3,389

1

3,957

1,133

121

1,697

875

131

97,789

78

9,245

88,466

　　　

法 人 税 等 調 整 額

当 期 純 利 益

関 係 会 社 株 式 評 価 損

投 資 有 価 証 券 評 価 損

そ の 他

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

そ の 他

経 常 利 益

特 別 利 益

固 定 資 産 処 分 益

そ の 他

特 別 損 失

固 定 資 産 処 分 損

固 定 資 産 減 損 損 失

科　　　　　　目

売 上 高

売 上 原 価

売 上 総 利 益

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 損 失

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息



（単位：百万円）

特別償却準備金 別途積立金

115,703      192,555      1               192,556      17,207        504            930,137      

当期変動額

特別償却準備金の取崩 △219         

別途積立金の取崩 △3,000      

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分 1,700          1,700          
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

-               -               1,700          1,700          -               △219         △3,000      

115,703      192,555      1,701          194,256      17,207        285            927,137      

その他利益剰余金

 繰越利益剰余金

56,612        1,004,460    △72,361     1,240,358    565,210      565,210      1,805,568    

当期変動額

特別償却準備金の取崩 219            -               -               -               

別途積立金の取崩 3,000          -               -               -               

剰余金の配当 △57,935     △57,935     △57,935     △57,935     

当期純利益 88,466        88,466        88,466        88,466        

自己株式の取得 △26          △26          △26          

自己株式の処分 3,112 4,812          4,812          
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 174,902      174,902      174,902      

33,749        30,530        3,086          35,316        174,902      174,902      210,218      

90,361        1,034,990    △69,275     1,275,674    740,112      740,112      2,015,786    当期末残高

当期首残高

当期首残高

当期末残高

当期変動額合計

当期変動額合計

　

資本金
資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 利益準備金

　

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
（自　2019年4月1日　　至　2020年3月31日）

 評価・換算差額等
合計

評価・換算差額等

純資産合計
利益剰余金

 利益剰余金合計
自己株式  株主資本合計

 その他有価証券
評価差額金

株主資本

株主資本

資本剰余金 利益剰余金

その他利益剰余金



個別注記表

　　1．重要な会計方針

　（1）資産の評価基準及び評価方法

償却原価法（定額法）

移動平均法による原価法

移動平均法による原価法

時価法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

製品・仕掛品は売価還元法
商品は先入先出法または最終仕入原価法

最終仕入原価法
ただし、通信機器等の原材料については、先入先出法

　（2）固定資産の減価償却の方法

定率法
なお、主な耐用年数は次のとおりです。
　建物・構築物　　　　　　　　　　　　2～33年
　機械及び装置・工具、器具及び備品　　2～10年

リース期間を耐用年数とした定額法

　（3）引当金の計上基準

　　　　時価のないもの

満 期 保 有 目 的 の 債 券

子 会 社 株 式 及 び 関 連 会 社 株 式

そ の 他 有 価 証 券

　　　　時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入
法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

デ リ バ テ ィ ブ

棚 卸 資 産

　　商品及び製品・仕掛品

　　原材料及び貯蔵品

有形固定資産（リース資産除く）

過去勤務債務は、発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額
法により費用処理しています。

役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上してい
ます。

定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可
能期間（2年）によっています。

リ ー ス 資 産

貸 倒 引 当 金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

賞 与 引 当 金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上して
います。

無形固定資産（リース資産除く）

役 員 賞 与 引 当 金

製 品 保 証 引 当 金 保証期間中に発生が見込まれるアフターサービス費用に備えるた
め、販売済の一部の製品について、過去の支出実績等を基準にし
て算出した見積額を計上しています。

退 職 給 付 引 当 金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付
債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。

数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間による
定額法により発生の翌事業年度から費用処理しています。

なお、当事業年度末において、年金資産見込額が退職給付債務見
込額を超過しているため、超過額を前払年金費用として「投資そ
の他の資産」の「その他」に含めて計上しています。



　（4）その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

　　2．表示方法の変更に関する注記

貸借対照表

　前事業年度まで無形固定資産の区分に独立掲記していた「技術ノウハウ」（前事業年度220百万円）は、金額
的重要性が乏しいため、当事業年度（当事業年度167百万円）より、無形固定資産の「その他」に含めて表示して
います。

　　3．貸借対照表に関する注記

  （1）担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

　　　　　関係会社株式 2,125百万円

② 担保に係る債務

　　　　　鹿児島メガソーラー発電㈱の金融機関借入金 14,033百万円

 （注）当該借入金については、鹿児島メガソーラー発電㈱の全出資者が同社株式を担保に供しています。

  （2） 有形固定資産の減価償却累計額 655,322百万円

  （3） 保証債務等　

　経営指導念書

  （4） 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 87,395百万円 長期金銭債権 25,161百万円
短期金銭債務 39,933百万円 長期金銭債務     25百万円

　　4．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引高

287,339百万円
67,832百万円
11,088百万円

営業取引以外の取引による取引高 53,836百万円

　　5．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式

消 費 税 等 の 会 計 処 理

念 書 依 頼 先 対  象  金  額 念　書　の　内  容
㈱京都パープルサンガ     400百万円　 金融機関からの借入金の返済指導

合計 400百万円　

売 上 高
仕 入 高
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

15,186,354株



　　6．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 繰延税金資産

32,408百万円
14,674百万円
11,624百万円
6,355百万円
4,740百万円
3,586百万円
1,889百万円
1,825百万円
1,536百万円
4,312百万円

82,949百万円

△8,201百万円
△8,201百万円

74,748百万円

 繰延税金負債

△317,191百万円
△3,832百万円

△865百万円
△122百万円
△76百万円

△322,086百万円

△247,338百万円

　　7．リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産の他に、リース契約により使用している製造装置、電子計算機等があります。

　　8．1株当たり情報に関する注記

  （1） 1株当たり純資産額  5,561円83銭

  （2） 1株当たり当期純利益 244円20銭

減 価 償 却 限 度 超 過 額
繰 越 欠 損 金
関 係 会 社 株 式 等 評 価 損
賞 与 引 当 金 損 金 算 入 限 度 超 過 額

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当金

棚 卸 資 産 評 価 損
未 払 金 ・ 未 払 費 用 否 認
繰 延 資 産
仮 払 金 ・ 前 払 金 否 認
関 係 会 社 株 式 等 簿 価 修 正
そ の 他

繰 延 税 金 資 産 小 計

評 価 性 引 当 金 小 計

繰 延 税 金 資 産 計

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金
前 払 年 金 費 用
土 地 評 価 益
特 別 償 却 準 備 金
そ の 他

繰 延 税 金 負 債 計

繰 延 税 金 負 債 の 純 額





1．有形固定資産及び無形固定資産の明細
（単位：百万円）

建 物 46,041 21,717 523 8,940 58,295 159,728
(5)

構 築 物 2,502 1,482 16 568 3,400 11,815

機 械 及 び 装 置 50,990 37,291 978 36,386 50,917 412,764
(116)

車 両 運 搬 具 105 165 1 80 189 382

工具、器具及び備品 20,790 7,837 597 5,755 22,275 69,439
(0)

土 地 43,080 44 1,977      -     41,147      -     

リ ー ス 資 産 750 141 1 237 653 1,194

建 設 仮 勘 定 12,153 18,306 20,555      -     9,904      -     

計 176,411 86,983 24,648 51,966 186,780 655,322
(121)

ソ フ ト ウ ェ ア 1,266 5,307 1 1,842 4,730      -     

リ ー ス 資 産 22 8      -     7 23      -     

の れ ん 4,387      -          -     1,127 3,260      -     

工 業 所 有 権 2,825 1,149      -     1,248 2,726      -     

顧 客 関 係 1,193      -          -     105 1,088      -     

そ の 他 642 1,482 945 61 1,118      -     

計 10,335 7,946 946 4,390 12,945      -     

(注)　「当期減少額」欄の(　)は内数で、当期の減損損失計上金額です。

当期末残高
減価償却
累計額

当期減少額 当期償却額当期増加額

有

形

固

定

資

産

無

形

固

定

資

産

区分 資 産 の 種 類 当期首残高



2．引当金の明細

（単位：百万円）  

         ―

21,659

当期末残高

207 215

522 340

21,65921,182

当期首残高 当期減少額

583

21,182

215

279

207

当期増加額科　　　　　　目

貸 倒 引 当 金

賞 与 引 当 金

製 品 保 証 引 当 金 1,096

役 員 賞 与 引 当 金

305 928473



3．販売費及び一般管理費の明細

（単位：百万円）

科　　　　目 金　　　額

販 売 手 数 料 1,345

販 売 促 進 費 1,806

発 送 運 賃 8,879

役 員 報 酬 516

給 料 及 び 手 当 46,291 　給料及び手当には賞与引当金繰入額を含みます。

退 職 給 付 費 用 1,467

法 定 福 利 費 ・ 厚 生 費 15,269

広 告 宣 伝 費 2,669

交 際 費 245

会 費 237

寄 付 金 542

旅 費 及 び 交 通 費 3,741

通 信 費 480

水 道 光 熱 費 890

事 務 用 品 費 92

消 耗 工 具 費 3,359

ソ フ ト ウ ェ ア 費 4,038

租 税 公 課 3,526

修 繕 費 5,935

賃 借 料 2,537

委 嘱 報 酬 5,720

補 修 サ ー ビ ス 費 127

技 術 料 547

試 験 研 究 費 4,536

設 計 委 託 費 1,924

減 価 償 却 費 8,344

の れ ん 償 却 額 1,127

そ の 他 △ 1,200

計 124,989

摘　　　要
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監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、京セラ株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日ま

での第66期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並び

にその附属明細書(以下「計算書類等」という。)について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

l

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準に

おける当監査法人の責任は、 「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が

国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任

を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるか

どうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を

表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類

等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門

家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監

査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる

十分かつ適切な監査証拠を入手する。



計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ

スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す

る。

経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合

理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠

に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ

るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計

算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない

場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書

日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく

なる可能性がある。

計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基

礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を

行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセ

ーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査報告書

当監査役会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第66期事業年度の取

締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員

の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1.監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1)監査役会は、当期の監査方針、監査計画及び各監査役の業務の分担等を定め、各監査役

から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からそ

の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画

及び業務の分担等に準じて、取締役、内部監査部門であるグローバル統括監査部及びその

他の従業員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以

下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、グローバル統括監査部及び従業員等から

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、稟議書等の重要な

決裁書類等を閲覧し、本社、工場及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査

いたしました。さらに、代表取締役会長及び代表取締役社長と会合をもち、監査上の課

題等に関する意見及び情報の交換を行いました。また、子会社については、監査計画に

基づき往査を実施するほか、子会社の監査役等との定期的な会合にて子会社の監査状況

の報告を受けるとともに、取締役とも意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて重

要な会議に出席し、事業の報告を受け、説明を求め、意見を表明いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する

ために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備

に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制シス

テム)について、取締役、グローバル統括監査部及び子会社の監査役等からその整備及

び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

なお、財務報告に係る内部統制については、取締役、グローバル統括監査部及びPwC京

都監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて

説明を求めました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証

するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて

説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す

るための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基

準」 (2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必

要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類(貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書並びに連

結計算書類(連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表)

について検討いたしました。



2.監査の結果

(1)事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は

認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務

報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人Pκ京都監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3)連結計算書類の監査結果

会計監査人Pml京都監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年5月27日

京セラ株式会社 監査役会

常勤監査役

監査役

監査役

監査役

斉O
攻ぐgρ
遭

秋山 正明 

原田

坂田

西枝

(注)監査役坂田 均及び監査役秋山正明は、会社法第2条第16号及び会社法第335条

第3項に定める社外監査役であります。


